
令和７年度 東京都における認知症施策について【高齢者施策推進部】

 認知症のある人の社会参加の促進や地域と連携したサポートにより、認知症になってからも尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができる共生社会を実現

 新薬への対応も含めた医療提供体制の強化、ビッグデータの活用による研究の促進等を通じて、認知症の早期の気づき・早期診断・早期対応が可能な体制を整備

都における施策の方向性＜2050東京戦略＞

令和７年度における認知症施策＜Ｒ７予算：４３億円＞
◎：新規 ●：見直し・拡充事業  □：既存事業 （単位：百万円）

①認知症のある人に関する都民の
    理解の増進等

②認知症のある人の生活における
バリアフリー化の推進

③認知症のある人の社会参加の
機会の確保等

④認知症のある人の意思決定の支援
及び権利利益の保護

●認知症施策推進事業
⇒「知って安心認知症」・「とう

 きょう認知症ナビ」の全面
 リニューアル

⇒ 推進会議に、認知症のある人
 及び家族等の意見を聴くための
 部会を新設

□認知症シンポジウムの開催
□認知症サポーター活動促進事業 等

□認知症高齢者早期発見等支援
    ネットワーク事業
□認知症サポーター活動促進事業

（再掲）

●認知症のある人の社会参加
推進事業（＋28）

   ⇒ 社会参加推進に取り組む
 自治体数の増

□若年性認知症総合支援センタ
   ー運営事業
□若年性認知症支援事業
◎【健康長寿】共生社会の実現を

支える認知症研究事業（再掲）

●高齢者権利擁護推進事業（＋28）
    ⇒  高齢者虐待対応マニュアルの

 リニューアル
    ⇒  介護従事者等意思決定支援
          研修の新設
●歯科医師・薬剤師・看護職員認知
症対応力向上研修事業（＋10）

    ⇒  医療従事者等意思決定支援
          研修の新設

⑤相談体制の整備等
⑥認知症の早期の気づき、
早期診断・早期支援

⑦保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等 ⑧研究等の推進等

□若年性認知症総合支援セ
ンター運営事業（再掲）

◎民間団体と連携した認知
症家族介護者へのピア相
談事業（13）

   ⇒ 家族介護の経験がある
       人が相談員として対応   
       する電話相談を実施

●認知症とともに暮らす
地域あんしん事業

    （認知症サポート検診
    事業）（＋2）
     ⇒ 実施見込み自治体拡大
◎【 健康長寿 】 共生社

会の実現を支える認知
症研究事業（再掲）

●認知症疾患医療センター運営事業（＋27）
    ⇒ レカネマブ･ドナネマブ治療への対応・連携等
□認知症とともに暮らす地域あんしん事業（日本版BPSD
   ケアプログラム）
□認知症高齢者グループホーム整備促進事業（1,774）
□認知症介護研修事業
□認知症支援推進センター運営事業
□認知症初期集中支援チーム員等研修事業
□歯科医師・薬剤師・看護職員認知症対応力向上研修事業(再掲)

●認知症サポート医地域連携促進事業（＋18）
   ⇒「とうきょうオレンジドクター」との連携を促進する

 取組を行う区市町村を支援
●認知症抗体医薬対応支援事業(＋28)
   ⇒ レカネマブ・ドナネマブ医療提供体制構築のための
        調査研究

□認知症とともに暮ら
す地域あんしん事業
（日本版 BPSD ケア
プログラム）（再
掲）

◎【健康長寿】共生社
会の実現を支える認
知症研究事業(365)
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【拡充】認知症施策推進事業（「知って安心認知症」-「とうきょう認知症ナビ」の全面リニューアル）

○ 「新しい認知症観」を基本コンセプトにして見直し

○ 「東京都認知症施策推進計画」を踏まえて、

都の認知症施策や各種コンテンツを体系的に整理

○認知症のある当事者・家族のご意見をいただきながら

当事者の視点を反映

○認知症の人を含む全ての人にわかりやすい、

情報を探しやすいホームページにリニューアル

とうきょう認知症ナビの再構築

○「新しい認知症観」を基本コンセプトにイラストや文言を見直し、最新の情報を反映

○認知症のある当事者・家族のご意見をいただきながら当事者の視点を反映

○アルツハイマー型以外の認知症や若年性認知症等、認知症のある人には様々な状況、

困りごとがあることを説明

○同時期にリニューアルを行う「とうきょう認知症ナビ」と連携

○東京都健康長寿医療センターの協力を受け、検討・リニューアル

「知って安心認知症」のリニューアル 令和７年度予算額：１８，２１６千円

令和７年度予算額：１４，９６０千円
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【新規】民間団体と連携した認知症家族介護者へのピア相談事業

現状と課題

○「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」基本的施策（相談体制の整備等）19条
地方公共団体は「認知症の人又は家族等からの各種の相談に対し、個々の認知症の人の状況又は家族等
の状況にそれぞれ配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため必要な体制の整備を図るもの
とする」

○都は、介護サービス基盤の整備、地域における見守りネットワークの構築や家族会の育成・支援に取り
組む区市町村支援等を行っているが、認知症のある人の家族介護者を対象とした相談機能は不足

○認知症疾患医療センターや若年性認知症総合支援センター、地域包括支援センター等においては、認知
症のある人や家族介護者等からの相談に専門職が対応

○認知症施策推進会議においても、家族介護の経験者が対応するピア相談の重要性を指摘するご意見が多数
あり

認知症のある人の家族介護者に対するピア相談機能の充実を図ることが重要

【ピア相談実施内容（予定）】
・週３回
・１日５時間程度の受付窓口を設置

事業概要

民間団体と連携し、認知症のある人の家族介護
者が心理的に孤立しないように、家族介護の経
験がある人が相談員として対応する電話相談を
実施

Ｒ７予算額：13百万円

家族
介護者

事業スキーム（案）

委託

電話相談
ピア相談員

認知症家族介護
の経験者が相談
員として従事

連携

家族会等

東京都

委託先

相談窓口
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４ 令和７年度予算額 ２２，１９２千円

認知症サポート医地域連携促進事業【令和７年度拡充】

〇単身高齢者の増加により、主治医がいない方等の地域包括支援センターでの対応が難しい事例が増加
○地域包括支援センターでの対応が難しい状況となる前に、必要な方が適切な支援につながるためには、日常
的に地域包括支援センターと認知症サポート医が連携していることが不可欠
〇地域包括支援センターと連携して活動する認知症サポート医を「とうきょうオレンジドクター」に認定して
おり、今後、さらなる連携促進を図ることが必要

１ 現状

２ 事業内容

３ 事業期間 令和６年度から令和８年度まで

（１）「とうきょうオレンジドクター」の認定・公表等
「とうきょうオレンジドクター」の認定・公表を行うとともに、リーフレットの作成や活動報告会の実施

等により情報発信により活動を促進（R6認定者数：114名）

（２）区市町村補助【R7新設】
「とうきょうオレンジドクター」に対し、区市町村が下記の依頼等を行う場合にかかる費用を支援
①研修や講演会、会議等への参加依頼等の日常的な連携
②地域包括支援センターでの対応が難しい場合の医療相談や訪問等の依頼

【補助率】 10／10 【補助基準額】１区市町村あたり１，１８５千円 （規模想定：１５区市町村）

認知症疾患医療センター

とうきょうオレンジドクター

認知症サポート医

連携

連携

かかりつけ医

連携

区市町村（地域包括支援センター）

地域づくり

（研修や講演会、
会議等）

認知症のある方
または

認知症が疑われる
方への支援

連携
(研修、講演会、

会議等)

支援
(対応が難しい場合の
医療相談や訪問等)

連携

連携
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とうきょうオレンジドクター 認定要件

■都内に勤務する認知症サポート医のうち、次に掲げるアからオまでの要件をすべて満たす者

ア 認知症診療歴５年以上（自己申告）

イ 診療件数１０名以上／月または在宅医療件数３名以上／月

ウ 認知症サポート医等フォローアップ研修への参加回数

（前々年度の４月１日から申請を行う日までの間に３回以上）

エ 地域包括支援センターとの合意書（※注）

オ 都が行う調査において、下記全てに対応可能又は参加可能と回答、かつ公表に同意していること

【更新申請】
新規認定要件に加え、認定有効期間内に、「認知症サポート医等フォローアップ研修」のグループ
ワークに１回以上参加。（地域包括支援センターとの合意書は改めて５年）

※注 「地域包括支援センターとの合意書」

認知症サポート医から地域包括支援センターに、認知症のある方への診療及び入退院支援や、地域包括支援
センターの相談医、認知症カフェ等の認知症の人と家族介護者等を対象とした取組への参加、運転免許更新や
成年後見に係る診断書作成等について、協力することを双方合意の上で約束した書面

認定の有効期間：５年

➀自らが主治医として関わる認知症（もしくは認知症疑い）の方以外についても、地域包括支援センターからの相談に応じ、
助言と支援を行う

②所属する区市町村の初期集中支援チームのチーム員として参加できる。
③所属する区市町村で認知症検診に関する事業に参加できる。
④認知症カフェ等の本人や家族介護者を対象とした取組への参加ができる。
⑤住民向け講演会や専門職向け研修等の企画立案への協力や講師として参加ができる。



「とうきょうオレンジドクター」認定医師一覧の公表

とうきょうオレンジドクター 検索

https://www.fukushi1.metro.tokyo.lg.jp/zaishien/ninchishou_navi/torikumi/support_i/orange_doctor/index.html

★令和７年２月３日から下記ページにて公表しています
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